令和８年度　風間浦村特定空家等除却事業補助金について


風間浦村では、村民の安心・安全の確保と住環境の保全及び良好な景観の維持を図るため、村内に存する特定空家等を除却する方に予算の範囲内でその一部を補助します。

1. 対象の空家とは
・村内に存する特定空家（危険空家）で、村が整備している空家台帳の判定区分がＣ又はＤランクに４月１日現在認定されているもの
・居住の用に供されなくなった日から１カ年以上経過しているもの
※Ｃランクとは、家屋の一部に傾きがあるものや、屋根や外壁が部分的な陥没や腐敗により剥離しているもの
※Ｄランクとは、家屋全体に傾きがあり、屋根や外壁の大部分が陥没、腐敗により剥離しているもの

なお、判定区分Ｃ又はＤランクに認定された家屋の所有者等には別途お知らせします。

2. 補助対象者
・対象空家の所有者、または対象空家の存する土地の所有者
・村税等に滞納がないこと

3. 補助金の額
対象空家除却費の２分の１以内の額とし、５０万円を限度
　※小屋など、居住区以外の除却費は対象となりません。

4. お問い合わせ先
風間浦村役場　建設環境課
電話番号　　０１７５－３５－２１１１

村民各位
令和８年４月８日　
風間浦村　建設環境課
